
じ ょ せ  い け   ん   り

女B陛の権利無

【長 崎 県 弁 護 士 会 】 弁 護 士 に よ る 無 料 法 律 相 談

女 性 に 対 す る 暴 力 (DV、 ス トー カ ー 、 セ ク ハ ラ )や 離 婚

に 関 す る 諸 問 題 、 職 場 に お け る 性 差 別 、 同 性 婚 な ど 、 女

性 の 権 利 一 般 に 関 す る 無 料 相 談 を 実 施 し ま す 。 LGBT
Qに 関 す る 相 談 も 受 け 付 け て い ま す 。
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2023年 6月 23日 (金 )
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■事 前 予 約 制 で す 。

前 日まで予約受付。ただ し、定員にな り次第締め切 ります。

長崎会場

予約 8095-82牛 3903(長崎県弁護士会 )

面談相談会場 長崎県弁護士会

(長崎市栄町 1-25長 崎MSヒ
ド
ル4階)

佐世保会場

予約80956H22‐9404(長崎県弁護士会佐世保支部 )

面談相談会場 長崎県弁護士会佐世保支部

(佐世保市島瀬町4-12シ ティヒルズカズバ 2階)

長崎県弁護士会
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